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医政発 0329第 ]]ら

平tt 2 4■ 3月 29ロ

医療法●L行規則等の一Jを改正する省令の施行について (施行通知 )

医′ ;1画 における■神l・ ■の取扱い及び猿養11末年に係る経馴

'世

について

の社会保障,議会に″詢
`会

にお
'る

議論や 地,の 自JF社及び |●社を高める

ための改革の推進を図るための関係法攣の生rtに 関する法律 (平成 28年法律

第 105号 )の 施行●を踏まえ 嘔 療法施行規卿1年の一部を政止する省企J(平

成 24年厚生労働●今第33号.以 卜「平成 24年改正省企Jと いう.)に より

ド記のとおリ ズ療法施行規則10`卜」23年厚4“企■ 50■ .以 ド「規mJ
という )↑の H`を改正することとしました

平成24年 ur止省命については 平成 24■ 3月 22日 に公4iさ れ 同年 4

月 |ロ カ■,施イ,さ れることとなりますので 貴凧にT.かれましては 市1度の趣

旨を御 r如いただくととt,に 11Tの に療機関にЛ知をお願いいたします.

なお 本過知は 地方自l.法 (昭Ⅲ 22,法 律″ 67=)第 245条 の 4第

1■の規定に基づく技術||な助

「

であることを中し添えます

配

1 改正の概要

(1)医療計画において定める痰病の追加

医療法 (11和 23年法律第 205号 )第 30条の 4に より 都道サ●11■ に

rl・ 計画をヽtすることとされており F療 ,I画 においては 四F・・病及び]i市 業

にlfる ヽ業の日標や
^lF連

携体制等を定めることとされているか 疾病の対象

に1声1眩忠を迫力」すること ("[則 ,30^の 28関係 )



(2)転換病床に係る経過措置の延長等

医療 l■ 施行規貝1の 部を改 1:す る●0(平成 18年F4i労働●●ル 133ケ
以下「平成 18年改正省令Jと いう )に より 病院の阻設者が 平成 24+
3カ 31口 までに 当該,^ll.の 精神病床又は療養病水について 介証老人保健

施設,に転換するとして都道府県知事に届け出たわ沐 (以下「
1嗜換Ⅲ床」とい

う。)に関し 平成 24年 3月 31‖ まで廊下の幅並びに医

“

 千謹師 准予

護1市及び看誰綺助者の人員配置に係る経過措置が講 じられているが 当該lr換

1丙床について 平成 30年 3月 3] までは下話のとおり取 りll.う こと.

0 転換病床にf‐ る●室に隣換する晰:ドの幅を 内法によるコj定で 1 2メ ー

トル 両側に■室のある場合を 1 6メ ー トルとする措置を延長すること.

(I111け卿,5]条 P・l係 )

② l曖換病床にお する人1院忠者の数に,|し たえ師の人員配置について 現行の

48,1を 96:lに緩和するI.置を延長すること.(規則 ll貝1第 52条第

1■●関Ff)

0 1[換病床における人院恵子の夕にltし た●議11准猾設mi及 び猾殻補助ィ

の人員配置について ■設mi及 び准希設師の配置を9:l 看殻補助者の配

置を9,2に極和する十置と司等の基準を 椰道府県が条例をtめ るに当た

つて従う´`きヽ型 (×)と して規定し直すこと (規則lll印|"52条第 5■

第 6●開lT)

(× )条
"の

内容を直接 II」 にIII末 する 必ず迪0し な すればならない基■で

あり ヽ該水準に従 うに国内で地l lsの 実情に応 した内容を定める条例は卸

容されるものの 実なる内容を定めることはmさ れないもの.

(3)療養病床に係る経過措置の創設

医流法●L行●

“

等の 詢
`を

●・ Tす る●0(平成 13年,4:労働省企第 8サ )

及び平成 18年改 |:省企により 平成 24年 3月 31口 までは ll■養病床にお

ける入1売忠イの数に,3じ た■設IT准五謝 TttUヽ酎護補助イ (以下「希証師年」

という。)の人員配置に係る経過I●・置が講じられているが 当該旅養摘床につ

いて 一定の要

`|を

l● たす病眈又は診猿所であることを平 成24■ 6月 30ロ

までに屈け出たものに限り 平成 30年 3月 31口 までは ド記のとおり1文 り収

うこと.



0 旅養

"床
を有する111亮 であって ′ヽ成 24年改正省令の施行のl・ ■に 介

護旅養型医療施設 (lL換Ⅲ水を有する●l.を いく 以下 鴨 i介;"薇 ■型¨

猿施設Jと いう )又は希護師‐‐の員数が湿口1第 ]9^第 2項第2,及び第

3りに掲げるよに満たない,^院 (ll下 「仕t'院」という )であるものに

ついては ll定 介i笙琉姜型に療施設又は牛●11院 であることを開設lLの勧:道

●県知事に屈け‖た場合 庁■11rlにお
'る

入1亮 |_イのなに応 した千iCmi
の人員配置について 看護mi及 び准希証

“

のに置をo:l 〒証補ll十の配

置を6:|に緩和する

'「

置と同年の
'た

■を 都道|,県 が

^例
を定ν,る に当た

つて従 うべき丼準として規せし直すこと 幌 則附Ⅲl■ 58条 )

● I工 l‐床をイ「する診l・所であつて 平成 2■ 年政工省命の施行の際れに

■定介設療■11尺涼施設又は看護1市■の員なか規11第 21条の 2第 2● l

=及
び第 2号に掲げるよに満たない診″所 (以 下「特定言,l・所 [Jと いう )

である|,の についてま 特定′1護

"姜
型区贅施設又は特定診ilTIであるこ

とを開設地の都道li県彙事 (その開設lLか に処所を設置する●又は特,1`の

区成にある場

`に
おいては 当;′ 保健所を設置する●●・D市長又はFr,1●のκ

長とする 以 ド「都道li県・ll事 ■Jと い う )に届 ナ|た場合 療姜

"床
■

お ,る 人に■者のよにILし た看護師■の人員配置について 看護師及び准看

誕前の配置を6:l i設 綺助者′
'配

置を6:1に,"Jする‖置と同■の基

準を 都道

"県

が条llを 定めるに当たつて■ うべき基11と して規定し直すこ

と "則 ||よ則第54条 )

0 掟養サ

^床

を布する診業所であつて 平成 24年改正省命の施行の際■に

,t‐介掃

`"養
型医irL設又は看護師年の員数が平)ヽ 13年改正省令′,23

K第 2,に掲げるよに満たない診l・所 (以 卜 [特定診晰 lⅡ Jと いう )で
ある1,のについては ■定介lt″ ■lJ■燎施設又は,定診lr.所 ■であること

を開設lLの 都道府中 ■,●にJ'出た場合 燎養●床にお する人院恵 とのよ

に応 した千 111“ 等の人員配 置について ittmヽの首J置を3:|(そのうち

の 1人については ■:(ll又 t准 i設 1,)に
=¬

するI置 と同等′,基11を

都道府県が条■を,tめ るに当たつて従 うべき,ヽ準として班定 し直十二と

(規貝1“限1■ 55条 )

(4)その他

所喪の規,ビの整備を行うt,のであること.



2 施行に当たつての留t点
(1)1(2)の 適用対象について

規則●貝,第 5]ス及び第 52条の適用
‐
r象 となるのは ,′成 24年 3月 31

口までの間にIL決をfIお うとして,I設イが都道刺 t如市に

“

‖|を

`7つ

た病院

に限られること.

(2)1(3)に 関する届出について

"眈
又は診派所の開設イが 平成24年 6月 30日 までの11に ‖1設地の都道

"「
知 ,■に届け出る際の凧出古ヽの様式例は,添のとおりであるので ,都

道府県年における業務の参考にされたいこと

if過措置の適用に当たつては 平成 24年 4月 ]日 1'点 における医療機関の

,大況で確認されたいこと

昴」惜 類の作成の1祭に ●護師ヽの量数を確認 した資料などは道i当該医薇

機関において

「

管するよう指導きオしたいこと,ま た t抑の十人検査年の場を

活用し 経過 ●「 置が適切にLT'1さ れているか必要に応 じて確認されたいこと,

(3)転換病床における看護師 t嬌護師及び看護補助者の人員配置の取扱い

について

平成 24■改正省令の施行により 都道li県 が条例を定めるに当たって従 う

き`伝換病床における人院■イの数にILし た看i笙輌 Itを誕1政●百設補助者

の人員配置に関するlt準は 1(2)0の とおりであるか 看i彙師及び准看

殻劇|こついて 転換11床 を含めてお眈全体としての員数の基‖[を上回つて

“

置

している場合には 1■療法施行規則の一部を改正する省命の施行について」

(平成 18年 6月 30H● え政発第 0630015=厚 生労働省区政局長通

力0 2(2)に お する1文扱いと同様 基準を超えた分の員数については i
護捕助イの11教 として算入してたし文えないこと

(4)条例を制定する際の経過措置の取扱いについて

地域の山■性及び白立性を高めるための改革の推進を図るための関係r_律

の整備に関する法年等の施行により 希 1蔓前i等の人員配置については本経過措

にも含めた厚生労働省令で定める基準に従い 椰道刺 tにおいて条Ⅲで定める

こととなるため 迪漏なきよう御対応隕いたいこと.

以 上



(別添 ,株式例)
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平成  年  月

医X機閻名

l■ rl(開設地)

,,政 イ 名  ll

贅養11本年に関する経過措置の適用に係る届出について

標 .こについて 医療法施行規即 (11和 23年厚生●令″50号.以下 「ⅢlJ

という。)附則第53条 第 54条又は,55条 のitに基づき 記ヽのとおり

届 す|はす.

(に 1)1 の 喘 セ介護

'薇
型匹燎施設」に該当する場合には 2 の記入は不要であ

ること

(注 2)[必ツなJの欄には 経題 .ドが適用される前の員数の■Ⅲに基づき 平l123年
度の人1院

`う
の数及ψ l来!`の業の平均値を用いて算定される数を記入すること

(■ 3)i平成 24年 4月 1日 時点における■員黎]の襴にli 常勤換算後の数を記入する

こと.

記

]届 出の根拠規定年について

届出の根紅規定

布 り 喪 し

011,i届 1の根誕]′
'綱

に ■ 則附則

“

58条 第 54条又は,56条 の うちから 1つ
を選択 して .● 入すること

●12)『特定/1改
l●養型[,施設jの 力本については 則ll員 1第 53条を参照されたいこ

と

2 ●護
'「

等の人員配置の状況について

必要坂
平成 24年 4月 1日 時点

における現員数

看護

“

数

及び准看.||1数
名 名

名 名

以 |


